
議案第３４号 

 

大口町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとす

る。 

 

  令和８年３月３１日提出 

 

 大口町長   鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による国

民健康保険における子ども・子育て支援納付金の創設に伴う保険税率等の改正、保

険税負担の公平性の確保及び低所得層の負担の軽減を図ることに伴い、この条例の

一部を改正するため必要があるからである。 
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大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 大口町国民健康保険税条例（昭和４１年大口町条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第１項第１号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「「介護

納付金」という。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育

て支援納付金」という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用（愛知県の国民健康保険に関する特別会計にお

いて負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条第２項中「及び資産割額」を削り、同項ただし書中「６６万円を超える場

合」を「６７万円を超える場合」に、「６６万円とする」を「、６７万円とする」

に改め、同条第３項中「その世帯に属する」の次に「国民健康保険の」を加え、同

条第４項中「１７万円とする」を「、１７万円とする」に改め、同条に次の１項を

加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所

得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属す

る１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）

につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算

後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、

３万円とする。 

第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に改める。 

第６条第１号中「及び第２６条第１項」を「、第１８条及び第３０条第１項」に
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改める。 

 第７条中「１００分の３．３５」を「１００分の３．１０」に改める。 

 第９条中「１万４，１００円」を「１万３，２００円」に改める。 

 第１０条第１号中「９，０００円」を「８，４００円」に改め、同条第２号中「４，

５００円」を「４，２００円」に改め、同条第３号中「６，７５０円」を「６，３

００円」に改める。 

第３３条を第３８条とし、第３０条から第３２条までを５条ずつ繰り下げ、第２

９条の２を第３４条とし、第２７条から第２９条までを４条ずつ繰り下げる。 

第２６条第１項中「６６万円」を「６７万円」に、「並びに同条第４項」を「、

同条第４項」に改め、「、１７万円）」の次に「並びに同条第５項本文の子ども・

子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が３万円を超える場合には、３万円）」を加え、同項第１号ウ中「９，

８７０円」を「９，２４０円」に改め、同号エ(ｱ)中「６，３００円」を「５，８８

０円」に改め、同号エ(ｲ)中「３，１５０円」を「２，９４０円」に改め、同号エ(ｳ)

中「４，７２５円」を「４，４１０円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて８４０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について３４円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １世帯について５８８円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について２９４円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について４４１円 

 第２６条第１項第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改め、同号ウ

中「７，０５０円」を「６，６００円」に改め、同号エ(ｱ)中「４，５００円」を「４，
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２００円」に改め、同号エ(ｲ)中「２，２５０円」を「２，１００円」に改め、同号

エ(ｳ)中「３，３７５円」を「３，１５０円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて６００円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について２４円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

   (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １世帯について４２０円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について２１０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について３１５円 

第２６条第１項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号ウ中「２，８

２０円」を「２，６４０円」に改め、同号エ(ｱ)中「１，８００円」を「１，６８０

円」に改め、同号エ(ｲ)中「９００円」を「８４０円」に改め、同号エ(ｳ)中「１，

３５０円」を「１，２６０円」に改め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて２４０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について１０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １世帯について１６８円 

   (ｲ) 特定世帯 １世帯について８４円 

 (ｳ) 特定継続世帯 １世帯について１２６円 
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 第２６条第２項第２号ア中「２，１１５円」を「１，９８０円」に改め、同号イ

中「３，５２５円」を「３，３００円」に改め、同号ウ中「５，６４０円」を「５，

２８０円」に改め、同号エ中「７，０５０円」を「６，６００円」に改め、同項に

次の１号を加える。 

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に

定める額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 １８０円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 ３００円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 ４８０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ６００円 

 第２６条第３項中「課する所得割額及び被保険者均等割額」を「課する所得割額

並びに被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額」に改め、「その減額後

の被保険者均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、「当該

所得割額及び被保険者均等割額」を「当該所得割額並びに被保険者均等割額及び１

８歳以上被保険者均等割額」に改め、同項第１号中「第２４条の３０の５」を「第

２４条の３０の６」に改め、同項に次の３号を加える。 

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額 当該出産被保険者につき第１５条の規定により算定した所得割額の１２

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額 

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 当該出産被保険者につき第１６条の規定により算定した被保険

者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第１７条の規定により算定
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した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の１

の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じ

て得た額 

 第２６条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）がある

場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算

定した被保険者均等割額（前３項に規定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額

から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た額とする。 

 第２６条を第３０条に改める。 

 第２５条を第２９条とし、第１９条から第２４条までを４条ずつ繰り下げる。 

第１８条第１項中「第２６条」を「第３０条」に改め、同条を第２２条とする。 

 第１７条を第２１条とする。 

第１６条中「第１９条、第２３条及び第２４条」を「第２３条、第２７条及び第

２８条」に改め、同条を第２０条とする。 

 第１５条を第１９条とし、第１４条の次に次の４条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第１５条 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の０．

２４を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額） 

第１６条 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，２００

円とする。 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額） 
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第１７条 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者１

人について４８円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等

割額） 

第１８条 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １世帯について８４０円 

(2) 特定世帯 １世帯について４２０円 

(3) 特定継続世帯 １世帯について６３０円 

 附則第４項中「第２６条」を「第３０条」に改め、附則第５項中「及び第２６条」

を「、第１５条及び第３０条」に、「第２６条第１項」を「第３０条第１項」に改

め、附則第６項中「及び第２６条」を「、第１５条及び第３０条」に、「第２６条

第１項」を「第３０条第１項」に改め、附則第８項中「及び第２６条」を「、第１

５条及び第３０条」に、「第２６条第１項」を「第３０条第１項」に改め、附則第

９項中「及び第２６条」を「、第１５条及び第３０条」に、「第２６条第１項」を

「第３０条第１項」に改め、附則第１０項中「及び第２６条」を「、第１５条及び

第３０条」に、「第２６条第１項」を「第３０条第１項」に改め、附則第１１項中

「及び第２６条」を「、第１５条及び第３０条」に、「第２６条第１項」を「第３

０条第１項」に改め、附則第１２項中「及び第２６条第１項」を「、第１５条及び

第３０条第１項」に、「第２６条第１項」を「第３０条第１項」に改め、附則第１

３項中「及び第２６条第１項」を「、第１５条及び第３０条第１項」に、「第２６

条第１項」を「第３０条第１項」に改め、附則第１４項中「及び第２６条」を「、

第１５条及び第３０条」に、「第２６条第１項」を「第３０条第１項」に改め、附

則第１５項中「及び第２６条」を「、第１５条及び第３０条」に、「第２６条第１

項」を「第３０条第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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（適用区分） 

２ この条例による改正後の大口町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 
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大口町国民健康保険税条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険

税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険

税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

 (1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国

民健康保険に関する特別会計において負担

する国民健康保険事業に要する費用（国民

健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

の規定による国民健康保険事業費納付金

（以下この条において「国民健康保険事業

費納付金」という。）の納付に要する費用

のうち、愛知県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

の規定による後期高齢者支援金等（以下こ

の条において「後期高齢者支援金等」とい

う。）、介護保険法（平成９年法律第１２

３号）の規定による納付金（以下この条に

おいて「介護納付金」という。）及び子ど

も・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）の規定による子ども・子育て支援納付

金（以下この条において「子ども・子育て

支援納付金」という。）の納付に要する費

用に充てる部分を除く。）に充てるための

国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。） 

 (1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国

民健康保険に関する特別会計において負担

する国民健康保険事業に要する費用（国民

健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

の規定による国民健康保険事業費納付金

（以下この条において「国民健康保険事業

費納付金」という。）の納付に要する費用

のうち、愛知県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

の規定による後期高齢者支援金等（以下こ

の条において「後期高齢者支援金等」とい

う。）及び介護保険法（平成９年法律第１

２３号）の規定による納付金（以下この条

において「介護納付金」という。）の納付

に要する費用に充てる部分を除く。）に充

てるための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。） 

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民

健康保険税のうち、国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用（愛知県の国民健

康保険に関する特別会計において負担する

子ども・子育て支援納付金の納付に要する

費用に充てる部分に限る。）に充てるため

の国民健康保険税の課税額をいう。以下同

じ。） 
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２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別

平等割額の合算額とする。ただし、当該合算

額が６７万円を超える場合においては、基礎

課税額は、６７万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が６６万円を超える場合にお

いては、基礎課税額は６６万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者

につき算定した所得割額並びに被保険者均等

割額及び世帯別平等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が２６万円を超える場合に

おいては、後期高齢者支援金等課税額は、２

６万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する被保険者につき算定した

所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別

平等割額の合算額とする。ただし、当該合算

額が２６万円を超える場合においては、後期

高齢者支援金等課税額は、２６万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護

納付金課税被保険者である世帯主（前条第2項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介

護納付金課税被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割

額の合算額とする。ただし、当該合算額が１

７万円を超える場合においては、介護納付金

課税額は、１７万円とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護

納付金課税被保険者である世帯主 （前条第2項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介

護納付金課税被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割

額の合算額とする。ただし、当該合算額が１

７万円を超える場合においては、介護納付金

課税額は１７万円とする。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金

課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険の

被保険者につき算定した所得割額並びに被保

険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」

という。）第７０３条の４第３０項に規定す

る１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）

につき算定した１８歳以上被保険者均等割額

を加算した額とする。ただし、加算後の額が

３万円を超える場合においては、子ども・子

育て支援納付金課税額は、３万円とする。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額
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の所得割額） の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る法第３１４条の

２第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合計額から同条第２項の規定による控

除をした後の総所得金額及び山林所得金額の

合計額（以下において「基礎控除後の総所得

金額等」という。）に１００分の８．１３を乗

じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合計額から同条第２項の

規定による控除をした後の総所得金額及び山

林所得金額の合計額（以下において「基礎控

除後の総所得金額等」という。）に１００分

の８．１３を乗じて算定する。 

２ 略 ２ 略 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の世帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の世帯別平等割額） 

第６条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次

の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

第６条 第２条第２項の世帯別平等割額は、次

の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健

康保険法第６条第８号の規定により被保険

者の資格を喪失した者であって、当該資格

を喪失した日の前日以後継続して同一の世

帯に属するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯で

あって同日の属する月（以下この号におい

て「特定月」という。）以後５年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。）をいう。次

号、第１０条、第１８条及び第３０条第１

項において同じ。）及び特定継続世帯（特

定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって特定月以後５

年を経過する月の翌月から特定月以後８年

を経過する月までの間にあるもの（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。）

をいう。第３号、第１０条、第１８条及び

第３０条第１項において同じ。）以外の世

帯 １世帯について２万４，０００円 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健

康保険法第６条第８号の規定により被保険

者の資格を喪失した者であって、当該資格

を喪失した日の前日以後継続して同一の世

帯に属するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯で

あって同日の属する月（以下この号におい

て「特定月」という。）以後５年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。）をいう。次

号、第１０条及び第２６条第１項において

同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯

所属者と同一の世帯に属する被保険者が属

する世帯であって特定月以後５年を経過す

る月の翌月から特定月以後８年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。）をいう。第

３号、第１０条及び第２６条第１項におい

て同じ。）以外の世帯 １世帯について２

万４，０００円 

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 
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（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の所得割額） 

第７条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除

後の総所得金額等に１００分の３．１０を乗

じて算定する。 

第７条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除

後の総所得金額等に１００分の３．３５を乗

じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額） 

第９条 第２条第３項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について１万３，２００円とす

る。 

第９条 第２条第３項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について１万４，１００円とす

る。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の世帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の世帯別平等割額） 

第１０条 第２条第３項の世帯別平等割額は、

次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

第１０条 第２条第３項の世帯別平等割額は、

次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 

１世帯について８，４００円 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 

１世帯について９，０００円 

(2) 特定世帯 １世帯について４，２００円 (2) 特定世帯 １世帯について４，５００円 

(3) 特定継続世帯 １世帯について６，３０

０円 

(3) 特定継続世帯 １世帯について６，７５

０円 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の所得割額） 

 

第１５条 第２条第５項の所得割額は、基礎控

除後の総所得金額等に１００分の０．２４を

乗じて算定する。 

 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の被保険者均等割額） 

 

第１６条 第２条第５項の被保険者均等割額

は、被保険者１人について１，２００円とす

る。 

 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て

支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均等

割額） 

 

第１７条 第２条第５項の１８歳以上被保険者

均等割額は、１８歳以上被保険者１人につい

て４８円とする。 
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（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の世帯別平等割額） 

 

第１８条 第２条第５項の世帯別平等割額は、

次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 

１世帯について８４０円 

 

(2) 特定世帯 １世帯について４２０円  

(3) 特定継続世帯 １世帯について６３０円  

（賦課期日） （賦課期日） 

第１９条 略 第１５条 略 

（徴収の方法） （徴収の方法） 

第２０条 国民健康保険税は、第２３条、第２

７条及び第２８条の規定によって特別徴収の

方法による場合を除くほか、普通徴収の方法

によって徴収する。 

第１６条 国民健康保険税は、第１９条、第２

３条及び第２４条の規定によって特別徴収の

方法による場合を除くほか、普通徴収の方法

によって徴収する。 

（納期） （納期） 

第２１条 略 第１７条 略 

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） （納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） 

第２２条 国民健康保険税の賦課期日後に納税

義務が発生した者には、その発生した日の属

する月から、月割をもって算定した第２条第

１項の額（第３０条の規定による減額が行わ

れた場合には、その減額後の国民健康保険税

の額とする。以下この条において同じ。）を

課する。 

第１８条 国民健康保険税の賦課期日後に納税

義務が発生した者には、その発生した日の属

する月から、月割をもって算定した第２条第

１項の額（第２６条の規定による減額が行わ

れた場合には、その減額後の国民健康保険税

の額とする。以下この条において同じ。）を

課する。 

２～８ 略 ２～８ 略 

（特別徴収） （特別徴収） 

第２３条 略 第１９条 略 

（特別徴収義務者の指定等） （特別徴収義務者の指定等） 

第２４条 略 第２０条 略 

（特別徴収税額の納入の義務等） （特別徴収税額の納入の義務等） 

第２５条 略 第２１条 略 

（被保険者資格喪失等の場合の通知等） （被保険者資格喪失等の場合の通知等） 

第２６条 略 第２２条 略 
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（既に特別徴収対象被保険者であった者に係

る仮徴収） 

（既に特別徴収対象被保険者であった者に係

る仮徴収） 

第２７条 略 第２３条 略 

（新たに特別徴収対象被保険者となった者に

係る仮徴収） 

（新たに特別徴収対象被保険者となった者に

係る仮徴収） 

第２８条 略 第２４条 略 

（普通徴収税額への繰入） （普通徴収税額への繰入） 

第２９条 略 第２５条 略 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第３０条 次の各号の一に掲げる国民健康保険

税の納税義務者に対して課する国民健康保険

税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額か

らア及びイに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が６７万円を超える場合に

は、６７万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が２６

万円を超える場合には、２６万円）、同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が１７万円を超える場合には、１７万円）

並びに同条第５項本文の子ども・子育て支援

納付金課税額からキからケまでに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が３万

円を超える場合には、３万円）の合算額とす

る。 

第２６条 次の各号の一に掲げる国民健康保険

税の納税義務者に対して課する国民健康保険

税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額か

らア及びイに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が６６万円を超える場合に

は、６６万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が２６

万円を超える場合には、２６万円）並びに同

条第４項本文の介護納付金課税額からオ及び

カに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１７万円を超える場合には、１７

万円）の合算額とする。 

(1) 略 (1) 略 

ア・イ 略 ア・イ 略 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について９，２４０円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について９，８７０円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 
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(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について５，８８０円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について６，３００円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について２，９４

０円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について３，１５

０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について４，

４１０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について４，

７２５円 

オ・カ 略 オ・カ 略 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について８４

０円 

 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額 １８歳以上被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について３４円 

 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

 

 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について５８８円 

 

 (ｲ) 特定世帯 １世帯について２９４円  

 (ｳ) 特定継続世帯 １世帯について４４

１円 

 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、４３

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の

場合にあっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加算した金額）に被保険者

及び特定同一世帯所属者１人につき３１万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、４３

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の

場合にあっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加算した金額）に被保険者

及び特定同一世帯所属者１人につき３０万

５，０００円を加算した金額を超えない世
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税義務者（前号に該当する者を除く。） 帯に係る納税義務者（前号に該当する者を

除く。） 

ア・イ 略 ア・イ 略 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について６，６００円

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について７，０５０円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について４，２００円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について４，５００円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について２，１０

０円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について２，２５

０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について３，

１５０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について３，

３７５円 

オ・カ 略 オ・カ 略 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について６０

０円 

 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額 １８歳以上被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について２４円 

 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

 

 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について４２０円 

 

 (ｲ) 特定世帯 １世帯について２１０円  

 (ｳ) 特定継続世帯 １世帯について３１ 
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５円 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、４３

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の

場合にあっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加算した金額）に被保険者

及び特定同一世帯所属者１人につき５７万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、４３

万円（納税義務者並びにその世帯に属する

国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯

所属者のうち給与所得者等の数が２以上の

場合にあっては、４３万円に当該給与所得

者等の数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加算した金額）に被保険者

及び特定同一世帯所属者１人につき５６万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア・イ 略 ア・イ 略 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について ２，６４０

円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について ２，８２０

円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

に定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について１，６８０円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について１，８００円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について８４０円 (ｲ) 特定世帯 １世帯について９００円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について１，

２６０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について１，

３５０円 

オ・カ 略 オ・カ 略 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規

定する世帯主を除く。）１人について２４

０円 

 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の１８歳以上被保

険者均等割額 １８歳以上被保険者（第
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１条第２項に規定する世帯主を除く。）１

人について１０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれに定める額 

 

 (ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について１６８円 

 

 (ｲ) 特定世帯 １世帯について８４円  

 (ｳ) 特定継続世帯 １世帯について１２

６円 

 

２ 略 ２ 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就

学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額し

た世帯 １，９８０円 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額し

た世帯 ２，１１５円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額し

た世帯 ３，３００円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額し

た世帯 ３，５２５円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額し

た世帯 ５，２８０円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額し

た世帯 ５，６４０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯

 ６，６００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯

 ７，０５０円 

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れ未就学児１人について次に定める額 

 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額し

た世帯 １８０円 

 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額し

た世帯 ３００円 

 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額し

た世帯 ４８０円 

 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 
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 ６００円 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方

税法施行令第５６条の８９第４項に規定する

出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）

が属する場合における当該納税義務者に対し

て課する所得割額並びに被保険者均等割額及

び１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規

定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額及び１

８歳以上被保険者均等割額）は、当該所得割

額並びに被保険者均等割額及び１８歳以上被

保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額

して得た額とする。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方

税法施行令第５６条の８９第４項に規定する

出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）

が属する場合における当該納税義務者に対し

て課する所得割額及び被保険者均等割額（第

１項に規定する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の被保険者均等割

額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額

から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額を減額して得た額とす

る。 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎

課税額の所得割額 当該出産被保険者につ

き第３条の規定により算定した所得割額の

１２分の１の額に、当該出産被保険者の出

産の予定日（地方税法施行規則第２４条の

３０の６に定める場合には、出産の日。以下

同じ。）の属する月（以下「出産予定月」と

いう。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月

前）から出産予定月の翌々月までの期間（以

下「産前産後期間」という。）のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎

課税額の所得割額 当該出産被保険者につ

き第３条の規定により算定した所得割額の

１２分の１の額に、当該出産被保険者の出

産の予定日（地方税法施行規則第２４条の

３０の５に定める場合には、出産の日。以下

同じ。）の属する月（以下「出産予定月」と

いう。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月

前）から出産予定月の翌々月までの期間（以

下「産前産後期間」という。）のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 

(2)～(6) 略 (2)～(6) 略 

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の所得割額 

当該出産被保険者につき第１５条の規定に

より算定した所得割額の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者均

等割額 当該出産被保険者につき第１６条

の規定により算定した被保険者均等割額

（第１項に規定する金額を減額するものと
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した場合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額）の１２分の１の額に、当該出

産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額 

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の１８歳以上

被保険者均等割額 当該出産被保険者につ

き第１７条の規定により算定した１８歳以

上被保険者均等割額（第１項に規定する金

額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の１８歳以上被保険者均等割

額）の１２分の１の額に、当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額 

 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯

内に１８歳に達する日以後の最初の３月３１

日以前である被保険者（以下「１８歳未満被

保険者」という。）がある場合における当該

納税義務者に対して課する子ども・子育て支

援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納

税義務者の世帯に属する１８歳未満被保険者

につき算定した被保険者均等割額（前３項に

規定する金額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額後の被保険者均等割額）に

限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該

被保険者均等割額に相当する額を減額して得

た額とする。 

 

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

第３１条 略 第２７条 略 

（国民健康保険税に関する申告） （国民健康保険税に関する申告） 

第３２条 略 第２８条 略 

（特例対象被保険者等に係る申告） （特例対象被保険者等に係る申告） 

第３３条 略 第２９条 略 

（出産被保険者に係る届出） （出産被保険者に係る届出） 

第３４条 略 第２９条の２ 略 
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（国民健康保険税の納税通知書） （国民健康保険税の納税通知書） 

第３５条 略 第３０条 略 

第３６条 略 第３１条 略 

（保険税の減免） （保険税の減免） 

第３７条 略 第３２条 略 

（国民健康保険税の納期の延長） （国民健康保険税の納期の延長） 

第３８条 略 第３３条 略 

附 則 附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項

に規定する公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢

６５歳以上である者に係るものに限る。）の

控除を受けた場合における第３０条の規定の

適用については、同条第１項中「法第７０３

条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額」とあるのは「法第７０３条の５第

１項に規定する総所得金額（所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得に

ついては、同条第２項第１号の規定によって

計算した金額から１５万円を控除した金額に

よるものとする。）及び山林所得金額」と、

「１１０万円」とあるのは「１２５万円」と

する。 

４ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項

に規定する公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢

６５歳以上である者に係るものに限る。）の

控除を受けた場合における第２６条の規定の

適用については、同条第１項中「法第７０３

条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額」とあるのは「法第７０３条の５第

１項に規定する総所得金額（所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得に

ついては、同条第２項第１号の規定によって

計算した金額から１５万円を控除した金額に

よるものとする。）及び山林所得金額」と、

「１１０万円」とあるのは「１２５万円」と

する。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３３条の２第５項の配当所得等を有す

る場合における第３条、第７条、第１１条、

第１５条及び第３０条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３３条の２第５項の配当所得等を有す

る場合における第３条、第７条、第１１条及

び第２６条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第
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３３条の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３３条の２

第５項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額」と、第３０条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３３条の２第５項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

５項に規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、第２６条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３３条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合

における第３条、第７条、第１１条、第１５

条及び第３０条の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３

２年法律第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３４条の２

第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１

項又は第３６条の規定に該当する場合には、

これらの規定の適用により同法第３１条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額から控除す

る金額を控除した金額。以下この項において

「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）

の合計額から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは

「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡

所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３４条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額」と、第３０条第１項

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合

における第３条、第７条、第１１条及び第２

６条の規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得

の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条

の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６

条の規定に該当する場合には、これらの規定

の適用により同法第３１条第１項に規定する

長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

した金額。以下この項において「控除後の長

期譲渡所得の金額」という。）の合計額から

法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所

得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所

得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の

合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所

得の金額」と、第２６条第１項中「及び山林
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中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額」とする。 

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」とする。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る

譲渡所得等を有する場合における第３条、第

７条、第１１条、第１５条及び第３０条の規

定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３５条の２第５項に規定する一般

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第３０

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の

２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所

得等の金額」とする。 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る

譲渡所得等を有する場合における第３条、第

７条、第１１条及び第２６条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

３５条の２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、第２６条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に

係る譲渡所得等を有する場合における第３

条、第７条、第１１条、第１５条及び第３０

条の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の

金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に

係る譲渡所得等を有する場合における第３

条、第７条、第１１条及び第２６条の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３５条の２の２第５項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又
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得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、第３０条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

は法附則第３５条の２の２第５項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第

２６条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例） 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡

所得又は雑所得を有する場合における第３

条、第７条、第１１条、第１５条及び第３０

条の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」と、第３０条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」とする。 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡

所得又は雑所得を有する場合における第３

条、第７条、第１１条及び第２６条の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

３５条の４第４項に規定する先物取引に係る

雑所得等の金額」と、第２６条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が、法附則第３３条の３第５項の事業所得又

は雑所得を有する場合における第３条、第７

条、第１１条、第１５条及び第３０条の規定

の適用については、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３３条の３第５項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者

が、法附則第３３条の３第５項の事業所得又

は雑所得を有する場合における第３条、第７

条、第１１条及び第２６条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額」と、「同条第２項」とある
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第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則

第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額」と、第３０条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

のは「法第３１４条の２第２項」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３３条の３

第５項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額」と、第２６条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７

年法律第１４４号）第８条第２項に規定する

特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定

する特例適用利子等又は同法第１６条第２項

に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第７条、第１１

条、第１５条及び第３０条第１項の規定の適

用については、第３条第１項中「山林所得金

額の合計額から同条第２項」とあるのは「山

林所得金額並びに外国居住者等の所得に対す

る相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条

第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第

２項において準用する場合を含む。）に規定

する特例適用利子等の額（以下この条及び第

３０条第１項において「特例適用利子等の額」

という。）の合計額から法第３１４条の２第

２項」と、「山林所得金額の合計額（」とある

のは「山林所得金額並びに特例適用利子等の

額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は特例適用利子等の額」と、第３０条第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７

年法律第１４４号）第８条第２項に規定する

特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定

する特例適用利子等又は同法第１６条第２項

に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第７条、第１１

条及び第２６条第１項の規定の適用について

は、第３条第１項中「山林所得金額の合計額

から同条第２項」とあるのは「山林所得金額

並びに外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同

法第１２条第５項及び第１６条第２項におい

て準用する場合を含む。）に規定する特例適

用利子等の額（以下この条及び第２６条第１

項において「特例適用利子等の額」という。）

の合計額から法第３１４条の２第２項」と、

「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計

額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例

適用利子等の額」と、第２６条第１項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び
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金額並びに特例適用利子等の額」とする。 に特例適用利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第８条第４

項に規定する特例適用配当等、同法第１２条

第６項に規定する特例適用配当等又は同法第

１６条第３項に規定する特例適用配当等に係

る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場

合における第３条、第７条、第１１条、第１

５条及び第３０条第１項の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「山林所得金

額並びに外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律第

８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６

条第３項において準用する場合を含む。）に

規定する特例適用配当等の額（以下この条及

び第３０条第１項において「特例適用配当等

の額」という。）の合計額から法第３１４条

の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配

当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は特例適用配当等の額」と、第３０

条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用配当等の額」とす

る。 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第８条第４

項に規定する特例適用配当等、同法第１２条

第６項に規定する特例適用配当等又は同法第

１６条第３項に規定する特例適用配当等に係

る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場

合における第３条、第７条、第１１条及び第

２６条第１項の規定の適用については、第３

条第１項中「山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外

国居住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律第８条第４項

（同法第１２条第６項及び第１６条第３項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する特

例適用配当等の額（以下この条及び第２６条

第１項において「特例適用配当等の額」とい

う。）の合計額から法第３１４条の２第２項」

と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の

合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

特例適用配当等の額」と、第２６条第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特
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例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等に係る利子所得、配

当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有

する場合における第３条、第７条、第１１条、

第１５条及び第３０条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子等の額

の合計額から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定する条約

適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１０項に規定する条約適用利

子等の額」と、第３０条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第

１０項に規定する条約適用利子等の額」とす

る。 

例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等に係る利子所得、配

当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有

する場合における第３条、第７条、第１１条

及び第２６条の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約

等実施特例法」という。）第３条の２の２第

１０項に規定する条約適用利子等の額の合計

額から法第３１４条の２第２項」と、「及び

山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１０項に規定する条約適用利

子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子等の

額」と、第２６条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例） 

１５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第３条、第７条、第１１条、第１５条及び

第３０条の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

１５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第３条、第７条、第１１条及び第２６条の

規定の適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約

等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方
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法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施

特例法」という。）第３条の２の２第１２項

に規定する条約適用配当等の額の合計額から

法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所

得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の

２の２第１２項に規定する条約適用配当等の

額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第

１２項に規定する条約適用配当等の額」と、

第３０条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等の額」とする。 

税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号。以下「租税条約等実施特例法」と

いう。）第３条の２の２第１２項に規定する

条約適用配当等の額の合計額から法第３１４

条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合

計額（」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

２項に規定する条約適用配当等の額の合計額

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規

定する条約適用配当等の額」と、第２６条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法

第３条の２の２第１２項に規定する条約適用

配当等の額」とする。 
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改 正 要 旨 

 

１ 国民健康保険税率等の改正 

 (1) 改正の趣旨 

国民健康保険は、財政運営の責任主体である愛知県が県内の市町村ごとの医

療費水準や所得水準に応じて決定した国民健康保険事業費納付金を市町村が納

付するとともに、愛知県が保険給付に必要な費用の全額を保険給付費等交付金

として市町村に交付することで、国民健康保険税の負担を公平に支え合う仕組

みとなっています。 

令和８年度は、国民健康保険事業費納付金に「子ども・子育て支援納付金」

が新たに加えられること、また、本町の国民健康保険財政を安定的に運営する

必要があることを踏まえ、国民健康保険制度の趣旨に則り、被保険者の負担増

に留意した上で、必要な国民健康保険税率等の改正を行います。 

 

 (2) 子ども・子育て支援納付金課税額 

令和６年６月１２日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正す

る法律」(令和６年法律第４７号。以下「改正法」という。)により、国が医療

保険者から「子ども・子育て支援納付金」を徴収することとなりました。 

改正法では、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部が改正され、国

民健康保険税について、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充て

るため、従来の３つの課税額（基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護

納付金課税額）に「子ども・子育て支援納付金課税額」が新たに加えられたた

め、本条例に、当該課税額に関する事項を定めます。 

 

＜令和７年度まで＞  ＜令和８年度から＞ 

基礎課税額  基礎課税額 

後期高齢者支援金等課税額 
→ 

後期高齢者支援金等課税額 

介護納付金課税額 介護納付金課税額 

  子ども・子育て支援納付金課税額 
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 (3) 子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額と１８歳以上被保険者

均等割額 

  ア 概要 

    子ども・子育て支援納付金課税額における被保険者均等割額は、出生から

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前の被保険者（以下「１８歳未

満の被保険者」という。）は全額軽減されることとなり、その仕組みは、他

の３つの課税額と異なり、「被保険者均等割額」と「１８歳以上被保険者均

等割額」に区分されます。 

  イ 規定内容 

子ども・子育て支援納付金課税額における「被保険者均等割額」と「１８

歳以上被保険者均等割額」に関する仕組みは、次のようになります。 

① 「被保険者均等割額」は、１８歳未満の被保険者も含めた全被保険者

に課税する。「１８歳以上被保険者均等割額」は、１８歳以上の被保険

者のみに課税する。 

② 低所得者に対する軽減分（７割・５割・２割）は、公費負担される。 

    ③ 出生から６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前の被保険者に対

する軽減分（５割）は、公費負担される。 

④ １８歳未満の被保険者の「被保険者均等割額」は全額軽減する。 

    ⑤ １８歳未満の被保険者の被保険者均等割額は、まず、「被保険者均等

割額」から低所得者軽減（②）に要する額を控除した上で、未就学児軽

減（③）の残りの５割分及び６歳以上１８歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前の被保険者に係る１０割分（いずれも公費対象外）を全額

軽減し、これらを「１８歳以上被保険者均等割額」として、１８歳以上

の被保険者に課税する。 
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  【被保険者均等割額】                  

  ① 未就学児(6 歳未満)    ② 就学児(6 歳以上)～18 歳未満  

                             

 低所得者軽減分 

[7 割・5 割・2 割] 

未就学児 

軽減分 

[1/2]  

(5 割) 

未就学児 

軽減分の 

残り 

[1/2]  

(5 割) 

  低所得者軽減分 

[7 割・5 割・2 割] 

軽減対象外分  

    

    

    

 公費対象 

国 1/2 

県 1/4 

町 1/4 

公費対象 

国 1/2 

県 1/4 

町 1/4 

公費 

対象外 

  公費対象 

国 1/2 

県 1/4 

町 1/4 

公費対象外  

    

    

                             

                             

                             

                             

                             

  ③ 18 歳以上   【１８歳以上被保険者均等割額】  

                             

 低所得者軽減分 

[7 割・5 割・2 割] 

軽減対象外分   低所得者軽減分 

[7 割・5 割・2 割] 

軽減対象外分  

    

    

 公費対象 

国 1/2 

県 1/4 

町 1/4 

公費対象外   公費対象 

国 1/2 

県 1/4 

町 1/4 

公費対象外  

    

    

                             

 

 

 

２ 国民健康保険税率等の改正内容 

(1) 基礎課税額に関する改正 

 改 正 後 改 正 前 条項 

所得割額 ８．１３％ ８．１３％ 
第３条第１項【改正

なし】 

均等割額 ３４，２００円 ３４，２００円 第５条【改正なし】 

平等割額 ２４，０００円 ２４，０００円 
第６条第 1 号【改正

なし】 

特定世帯 １２，０００円 １２，０００円 
第６条第２号【改正

なし】 

特定継続世帯 １８，０００円 １８，０００円 
第６条第３号【改正

なし】 

 

「未就学児軽減の残りの５割分」及び「６歳以上１８

歳未満の子どもに係る１０割分」（いずれも公費対象

外）は、１８歳以上の国民健康保険被保険者に「１８歳

以上被保険者均等割」として課税する。 

  

- 31 -



 (2) 後期高齢者支援金等課税額に関する改正 

 改 正 後 改 正 前 条項 

所得割額 ３．１０％ ３．３５％ 第７条【改正あり】 

均等割額 １３，２００円 １４，１００円 第９条【改正あり】 

平等割額 ８，４００円 ９，０００円 
第１０条第１号【改

正あり】 

特定世帯 ４，２００円 ４，５００円 
第１０条第２号【改

正あり】 

特定継続世帯 ６，３００円 ６，７５０円 
第１０条第３号【改

正あり】 

 

 (3) 介護納付金課税額に関する改正 

 改 正 後 改 正 前 条項 

所得割額 ２．６５％ ２．６５％ 第１１条【改正なし】 

均等割額 １３，５００円 １３，５００円 第１３条【改正なし】 

平等割額 ６，６００円 ６，６００円 第１４条【改正なし】 

 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額に関する改正 

 改 正 後 改 正 前 条項 

所得割額 ０．２４％ － 第１５条【新設】 

均等割額 １，２００円 － 第１６条【新設】 

１８歳以上均等割額 ４８円 － 第１７条【新設】 

平等割額 ８４０円 － 
第１８条第１号【新

設】 

特定世帯 ４２０円 － 
第１８条第２号【新

設】 

特定継続世帯 ６３０円 － 
第１８条第３号【新

設】 

 

 (5) 国民健康保険税の減額に関する改正 

ア ７割軽減 

 改 正 後 改 正 前 条項 

基礎課税額分均等割額 ２３，９４０円 ２３，９４０円 
第３０条第１項第１

号ア【改正なし】 

基礎課税額分平等割額

（特定世帯及び特定継続
１６，８００円 １６，８００円 

第３０条第１項第１

号イ（ア）【改正な

し】 
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世帯以外の世帯） 

基礎課税額分平等割額

（特定世帯） 
８，４００円 ８，４００円 

第３０条第１項第１

号イ（イ）【改正な

し】 

基礎課税額分平等割額

（特定継続世帯） 
１２，６００円 １２，６００円 

第３０条第１項第１

号イ（ウ）【改正な

し】 

後期高齢者支援金等分均

等割額 
９，２４０円 ９，８７０円 

第３０条第１項第１

号ウ【改正あり】 

後期高齢者支援金等分平

等割額（特定世帯及び特

定継続世帯以外の世帯） 

５，８８０円 ６，３００円 
第３０条第１項第１

号エ(ア)【改正あり】 

後期高齢者支援金等分平

等割額（特定世帯） 
２，９４０円 ３，１５０円 

第３０条第１項第１

号エ(イ)【改正あり】 

後期高齢者支援金等分平

等割額（特定継続世帯） 
４，４１０円 ４，７２５円 

第３０条第１項第１

号エ(ウ)【改正あり】 

介護納付金分均等割額 ９，４５０円 ９，４５０円 
第３０条第１項第１

号オ【改正なし】 

介護納付金分平等割額 ４，６２０円 ４，６２０円 
第３０条第１項第１

号カ【改正なし】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分均等割額 
８４０円 － 

第３０条第１項第１

号キ【新設】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分の１８歳以上

均等割 

３４円 － 
第３０条第１項第１

号ク【新設】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分平等割額（特

定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯） 

５８８円 － 
第３０条第１項第１

号ケ(ア)【新設】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分平等割額（特

定世帯） 

２９４円 － 
第３０条第１項第１

号ケ(イ)【新設】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分平等割額（特

定継続世帯） 

４４１円 － 
第３０条第１項第１

号ケ(ウ)【新設】 

イ ５割軽減 

 改 正 後 改 正 前 条項 

基礎課税額分均等割額 １７，１００円 １７，１００円 
第３０条第１項第２

号ア【改正なし】 

基礎課税額分平等割額

（特定世帯及び特定継続

世帯以外の世帯） 

１２，０００円 １２，０００円 
第３０条第１項第２

号イ（ア）【改正な

し】 

基礎課税額分平等割額

（特定世帯） 
６，０００円 ６，０００円 

第３０条第１項第２

号イ（イ）【改正な

し】 

基礎課税額分平等割額

（特定継続世帯） 
９，０００円 ９，０００円 

第３０条第１項第２

号イ（ウ）【改正な

し】 

後期高齢者支援金等分均

等割額 
６，６００円 ７，０５０円 

第３０条第１項第２

号ウ【改正あり】 
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後期高齢者支援金等分平

等割額（特定世帯及び特

定継続世帯以外の世帯） 

４，２００円 ４，５００円 
第３０条第１項第２

号エ（ア）【改正あ

り】 

後期高齢者支援金等分平

等割額（特定世帯） 
２，１００円 ２，２５０円 

第３０条第１項第２

号エ（イ）【改正あ

り】 

後期高齢者支援金等分平

等割額（特定継続世帯） 
３，１５０円 ３，３７５円 

第３０条第１項第２

号エ（ウ）【改正あ

り】 

介護納付金分均等割額 ６，７５０円 ６，７５０円 
第３０条第１項第２

号オ【改正なし】 

介護納付金分平等割額 ３，３００円 ３，３００円 
第３０条第１項第２

号カ【改正なし】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分均等割額 
６００円 － 

第３０条第１項第２

号キ【新設】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分の１８歳以上

均等割 

２４円 － 
第３０条第１項第２

号ク【新設】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分平等割額（特

定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯） 

４２０円 － 
第３０条第１項第２

号ケ（ア）【新設】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分平等割額（特

定世帯） 

２１０円 － 
第３０条第１項第２

号ケ（イ）【新設】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分平等割額（特

定継続世帯） 

３１５円 － 
第３０条第１項第２

号ケ（ウ）【新設】 

ウ ２割軽減 

 改 正 後 改 正 前 条項 

基礎課税額分均等割額 ６，８４０円 ６，８４０円 
第３０条第１項第３

号ア【改正なし】 

基礎課税額分平等割額

（特定世帯及び特定継続

世帯以外の世帯） 

４，８００円 ４，８００円 
第３０条第１項第３

号イ（ア）【改正な

し】 

基礎課税額分平等割額

（特定世帯） 
２，４００円 ２，４００円 

第３０条第１項第３

号イ（イ）【改正な

し】 

基礎課税額分平等割額

（特定継続世帯） 
３，６００円 ３，６００円 

第３０条第１項第３

号イ（ウ）【改正な

し】 

後期高齢者支援金等分

均等割額 
２，６４０円 ２，８２０円 

第３０条第１項第３

号ウ【改正あり】 

後期高齢者支援金等分平

等割額（特定世帯及び特定

継続世帯以外の世帯） 

１，６８０円 １，８００円 
第３０条第１項第３

号エ（ア）【改正あ

り】 

後期高齢者支援金等分平

等割額（特定世帯） 
８４０円 ９００円 

第３０条第１項第３

号エ（イ）【改正あ

り】 

後期高齢者支援金等分平

等割額（特定継続世帯） 
１，２６０円 １，３５０円 

第３０条第１項第３

号エ（ウ）【改正あ

り】 
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介護納付金分均等割額 ２，７００円 ２，７００円 
第３０条第１項第３

号オ【改正なし】 

介護納付金分平等割額 １，３２０円 １，３２０円 
第３０条第１項第３

号カ【改正なし】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分均等割額 
２４０円 － 

第３０条第１項第３

号キ【新設】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分の１８歳以上

均等割 

１０円 － 
第３０条第１項第３

号ク【新設】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分平等割額（特

定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯） 

１６８円 － 
第３０条第１項第３

号ケ（ア）【新設】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分平等割額（特

定世帯） 

８４円 － 
第３０条第１項第３

号ケ（イ）【新設】 

子ども・子育て支援納付

金課税額分平等割額（特

定継続世帯） 

１２６円 － 
第３０条第１項第３

号ケ（ウ）【新設】 

 

(6) 未就学児の被保険者均等割額の軽減額の改正 

ア 基礎課税額の軽減額 

 改 正 後 改 正 前 条項 

７割軽減世帯 ５，１３０円 ５，１３０円 
第３０条第２項第１

号ア【改正なし】 

５割軽減世帯 ８，５５０円 ８，５５０円 
第３０条第２項第１

号イ【改正なし】 

２割軽減世帯 １３，６８０円 １３，６８０円 
第３０条第２項第１

号ウ【改正なし】 

軽減なし世帯 １７，１００円 １７，１００円 
第３０条第２項第１

号エ【改正なし】 

     ＊算定（７割軽減世帯の未就学児の均等割額の場合） 

均等割額 ３４，２００円 …① 

７割軽減額 ２３，９４０円 …② （①×０．７） 

７割軽減後の均等割額 １０，２６０円 …③ （①－②） 

未就学児軽減額 ５，１３０円 …④ （③×０．５） 

未就学児軽減後の均等割額 ５，１３０円 …③－④ 

イ 後期高齢者支援金等課税額の軽減額 

 改 正 後 改 正 前 条項 

７割軽減世帯 １，９８０円 ２，１１５円 
第３０条第２項第２

号ア【改正あり】 

５割軽減世帯 ３，３００円 ３，５２５円 
第３０条第２項第２

号イ【改正あり】 

２割軽減世帯 ５，２８０円 ５，６４０円 
第３０条第２項第２

号ウ【改正あり】 
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軽減なし世帯 ６，６００円 ７，０５０円 
第３０条第２項第２

号エ【改正あり】 

ウ 子ども・子育て支援納付金課税額の軽減額 

 改 正 後 改 正 前 条項 

７割軽減世帯 １８０円 － 
第３０条第２項第３

号ア【新設】 

５割軽減世帯 ３００円 － 
第３０条第２項第３

号イ【新設】 

２割軽減世帯 ４８０円 － 
第３０条第２項第３

号ウ【新設】 

軽減なし世帯 ６００円 － 
第３０条第２項第３

号エ【新設】 

 

３ 国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定基準額の改正 

(1) 改正の趣旨 

国民健康保険の保険税負担の公平性の確保及び低所得層の保険税負担の軽

減を図るため、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定基準額の改正を行う

とともに、子ども・子育て支援納付金課税額の課税限度額を新たに定めるもの

です。 

 

(2) 課税限度額の改正（第２条、第３０条関係） 

 改正後 改正前 条項 

基礎課税額 ６７万円 ６６万円 
第２条第２項、

第３０条第１項

【改正あり】 

後期高齢者支援金等課税額 ２６万円 ２６万円 
第２条第３項、

第３０条第１項

【改正なし】 

介護納付金課税額 １７万円 １７万円 
第２条第４項、

第３０条第１項

【改正なし】 

子ども・子育て支援納付金課税額 ３万円 － 
第２条第５項、

第３０条第１項

【新設】 

 

 (3) 軽減判定基準額の改正（第３０条関係） 

   ５割軽減及び２割軽減の対象となる軽減判定基準額を引き上げます（下線部

分）。 

  ア ７割軽減基準額 
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改正なし 基礎控除額４３万円＋（給与所得者等の数－１）×１０万円 

イ ５割軽減基準額 

改正後 基礎控除額４３万円＋{（給与所得者等の数－１）×１０万円} 

＋{３１万円×(被保険者数＋特定同一世帯所属者)} 

改正前 基礎控除額４３万円＋{（給与所得者等の数－１）×１０万円} 

＋{３０万５千円×(被保険者数＋特定同一世帯所属者)} 

※特定同一世帯所属者 

・国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した者で、引き続き、国民健康保

険の被保険者と同一の世帯に属する者をいう。 

  ウ ２割軽減基準額 

改正後 基礎控除額４３万円＋{（給与所得者等の数－１）×１０万円} 

＋{５７万円×(被保険者数＋特定同一世帯所属者)} 

改正前 基礎控除額４３万円＋{（給与所得者等の数－１）×１０万円} 

＋{５６万円×(被保険者数＋特定同一世帯所属者)} 

 

４ 施行期日 

(1) 施行期日 

令和８年４月１日から施行します。 

 

(2) 適用区分 

この条例による改正後の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税

について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例によります。 
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５ 参考 

 (1) 軽減額の改正前・改正後の例 

  ① ７割軽減（改正なし） 

（例）夫（世帯主・67 歳）と妻（62歳）の 2人が国民健康保険に加入している場合 

夫…給与収入 100 万円、年金収入 100 万円 

妻…給与収入 80 万円 

 

夫 給与収入 100 万円－所得控除 65万円＝35 万円…① 

夫 年金収入 100 万円－所得控除 110 万円－高齢者特別控除 15 万円(※1)＝0 円…② 

妻 給与収入 80 万円－所得控除 65 万円＝15 万円…③ 

 

合計所得金額（①＋②＋③）50 万円 ＜ 軽減基準額 53 万円(※2)【7割軽減 該当】 

 

※1…65 歳以上の者の公的年金所得は、年金所得から高齢者特別控除 15 万円を差し引

いた金額となる。 

※2…軽減基準額 43 万円＋（2 人－1）×10 万円＝53 万円 

 

  ② ５割軽減（改正あり） 

（例）夫（世帯主・67 歳）と妻（65歳）の 2人が国民健康保険に加入している場合 

夫…給与収入 159 万 5 千円、年金収入 130 万円 

妻…給与収入 90 万円、年金収入 100 万円 

 

夫 給与収入 159 万 5 千円－所得控除 65 万円－所得金額調整控除 10万円(※1) 

＝84 万 5 千円…① 

 

※1…所得金額調整控除額の算出 

給与収入 159 万 5 千円－所得控除 65万円＝94 万 5 千円 →10 万円超 [10 万円] 

年金収入 130 万円－所得控除 110 万円＝20 万円 →10 万円超 [10 万円] 

 

所得金額調整控除額 (給与所得控除後の給与等の金額 10 万円＋公的年金等に係

る雑所得の金額 10万円)－10 万円＝10 万円 

 

・給与所得と年金所得の両方を有し、その合計額が 10 万円を超える者は、その者

の総所得金額を計算する場合に、所得金額調整控除額を給与所得から差し引く。 

・所得金額調整控除額＝（給与所得控除後の給与等の金額（10 万円を超える場合

は 10 万円）＋公的年金等に係る雑所得の金額（10 万円を超える場合は 10 万

円））－10万円 

・今回の例をこの計算式に当てはめると、夫の給与の所得控除後の金額は 94 万 5

千円で 10 万円を超えており、年金の所得控除後金額は 20 万円で 10 万円を超え

ているため、所得金額調整控除額は 10 万円となる。 

 

夫 年金収入 130 万円－所得控除 110 万円－高齢者特別控除 15 万円＝5 万円…② 

妻 給与収入 90 万円－所得控除 65 万円＝25 万円…③ 

      年金収入 100 万円－所得控除 110 万円－高齢者特別控除 15 万円＝0 円…④ 

 

【改正前】 
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合計所得金額（①＋②＋③＋④）114 万 5 千円 

＞ 軽減基準額（※2）114 万円【5 割軽減 非該当】 

 

※2…軽減基準額 43 万円＋{（2 人－1）×10 万円}＋{30 万 5 千円×（2人＋0 人）} 

＝114 万円 

 

【改正後】 

合計所得金額（①＋②＋③＋④）114 万 5 千円 

 ＜ 軽減基準額（※3）115 万円【5割軽減 該当】 

 

※3…軽減基準額 43 万円＋{（2 人－1）×10 万円}＋{（31 万円×2 人＋0 人）} 

＝115 万円 

 

  ③ ２割軽減（改正あり） 

（例）夫（世帯主・67歳）、妻（62 歳）、子（28歳）の 3人が国民健康保険に加入して

いる場合 

夫…年金収入 255 万円 

妻…給与収入 100 万円 

子…給与収入 133 万円 

 

夫 年金収入 255 万円－所得控除 110 万円－高齢者特別控除 15 万円＝130 万円…① 

妻 給与収入 100 万円－所得控除 65万円＝35 万円…② 

子 給与収入 133 万円－所得控除 65万円＝68 万円…③ 

 

【改正前】 

合計所得金額（①＋②＋③）233 万円 

＞ 軽減基準額（※2）231 万円【2 割軽減 非該当】 

 

※2…軽減基準額 43 万円＋{（3 人－1）×10 万円}＋{56 万円×（3 人＋0 人）} 

＝231 万円 

 

【改正後】 

合計所得金額（①＋②＋③）233 万円 

 ＜ 軽減基準額（※3）234 万円【2割軽減 該当】 

 

※3…軽減基準額 43 万円＋{（3 人－1）×10 万円}＋{（57 万円×3 人＋0 人）} 

＝234 万円 
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 (2) 軽減額の例 

  （例）４０歳代の夫婦で、共に給与所得があり、子ども１人の３人家族 

     ＊子どもは、未就学児又は就学児の場合の各軽減額を記載 

 加入者全員の所得合計 
子ども 

の区分 

軽 減 額 

均等割額 平等割額 

７割軽減 
 

５３万円以下 
43 万円＋｛(給与所得者等の数-1)

×10 万円｝ 

 未就学児 
127,298 円 

(127,575 円) 27,888 円 

(27,720 円) 

( 
５３万円以下 

43 万円＋｛(給与所得者等の数-1)

×10 万円｝ 
) 就学児 

120,188 円 

(120,330 円)

５割軽減 

 

１４６万円以下 
43 万円＋｛(給与所得者等の数-1)

×10 万円｝＋｛31 万円×(被保険

者数+特定同一世帯所属者)｝ 

 未就学児 
97,698 円 

(98,025 円) 19,920 円 

(19,800 円)  

( 
１４４万５千円以下 

43 万円＋｛(給与所得者等の数-1)

×10 万円｝＋｛30 万 5 千円×(被

保険者数+特定同一世帯所属者)｝  

) 就学児 
85,848 円 

(85,950 円) 

２割軽減 

 
２２４万円以下 

43 万円＋｛(給与所得者等の数-1)

×10 万円｝＋｛57 万円×(被保険

者数+特定同一世帯所属者)｝ 

 未就学児 
53,300 円 

(53,700 円) 7,968 円 

(7,920 円)  

( 
２２１万円以下 

43 万円＋｛(給与所得者等の数-1)

×10 万円｝＋｛56 万円×(被保険

者数+特定同一世帯所属者)｝ 

) 就学児 
34,340 円 

(34,380 円) 

軽減なし 

 ２２４万円超  未就学児 
23,700 円 

(24,150 円) 0 円 

(0 円)  

( ２２１万円超 ) 就学児 
0 円 

(0 円) 

＊（ ）…改定前の保険税率等により試算した額 

＊軽減額…基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額、子ども・子育て支援

納付金課税額の軽減額の合計 

 

- 40 -


